
 

○
総
務
省
告
示
第
三
百
十
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
第
百
五
十
三
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
平
成
十
七
年
総
務
省
告
示
第
千
九
十
六
号
（
一
二
一
・
五
㎒
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
試
験
信
号
の
送
信
を
行

う
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

寺
田 

 

稔 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



  

 

 
      

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

［
一 

略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

試
験
信
号
の
送
信
は
、
毎
時
〇
分
か
ら
五
分
ま
で
の
間
に
限
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
送
信
時
間
は
、
五
秒

以
内
か
つ
必
要
最
小
限
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
落
雷
等
に
よ
り
真
に
緊
急
を
要
し
試
験
信
号
を
送
信
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
毎
時
〇
分
か
ら
五
分
ま
で
の
間
に
加
え
て
毎
時
二
五
分
か
ら
三
○
分
ま
で
の
間
の
送
信
も
可

能
と
す
る
。 

二 

試
験
信
号
の
送
信
は
、
毎
時
〇
分
か
ら
五
分
ま
で
の
間
に
限
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
送
信
時
間
は
、
五
秒

以
内
か
つ
必
要
最
小
限
で
あ
る
こ
と
。 

［
三 

略
］ 

［
三 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 


